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第3章 全体構想  

3-1 都市づくりの基本理念 

近年では、人口減少社会の進展、激甚化する自然災害、社会インフラの老朽化など、社会経済情勢

は大きく変化しています。本市においても、人口減少・少子高齢化社会の中で持続可能なまちづくり

を進めていくためには、瀬戸市固有の地域資源や環境を活かしながら、魅力ある都市を目指すとと

もに、限りある財源を活用したメリハリのある都市経営を実施していくことが重要になります。 

拠点同士の交流や広域連携網により市外とつながることで、共創による地域活性化や瀬戸市全体

の持続的な発展を目指していくため、都市づくりの基本理念を下記のとおり設定します。 

 

 

 

 

 

 

  

 

都市づくりの基本理念（案） 
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3-2 将来都市フレーム 

 

（１） 人口フレーム 

目標年度における将来人口は、上位計画である次期将来計画との整合を図り、116,541 人と設定し

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※次期将来計画において、2035 年（R17 年）の将来人口を 117,413 人、2040 年（R22 年）の将来人

口を 113,055 人としています。目標年度の 2036 年（R18 年）の人口は 2035 年から 2040 年までの

減少率を用いて設定しています。  
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資料：【R2 以前】国勢調査（平成 7 年～令和 2 年） 

【R7 以降】次期将来計画における将来人口 
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（２） 住宅用地フレーム 

本市の将来人口は減少するが、これまでの国勢調査結果より、世帯数は今後も増加することが見

込まれるため、低未利用地等の有効活用を図ることで、必要な住宅用地を確保します。   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３） 工業用地フレーム 

将来の製造業に関する産業規模は、拡大することが見込まれているため、インターチェンジ周辺

や工業団地周辺、主要な幹線道路の交差点付近などへの計画的な誘導を図ります。  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

住宅用地の確保が必要な世帯数 

必要な住宅用地面積 

市街地(住宅用地)の拡大の必要性 

市街化区域内で住宅用地として 
活用可能な面積 

世帯当たりの住宅用地面積 

■住宅用地フレームの算定の流れ 

目標年次の人口 

世帯当たり人員 

■工業用地フレームの算定の流れ 

目標年次の工業規模 

必要な工業用地面積 

市街地(工業用地)の拡大の必要性 

市街化区域内で工業用地として 
活用可能な面積 

 

単位面積当たりの市内総生産額 
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3-3 目指す都市像 

 前章で整理した本市における都市づくりの課題を踏まえ、基本理念を実現するために目指す都市づくり方針を次のとおり定めます。また、都市づくり方針に沿って、分野別方針を設定します。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 

 

 

 

 

                                           

                                           

 

都市づくりの課題 （前章で整理） 都市づくりの基本理念 ・ 目指す都市づくりの方針 分野別方針 

土地利用 

道路 

公共交通 

公園・緑地 

水道・下水道 

その他都市施設 

市街地開発 

景観形成 

都市防災 

 

人口減少・少子高齢化社会への対応 

拠点の活性化 

選択可能な交通手段の確保と利便性の向上 

活力ある産業基盤の維持・確保 

安全・安心な居住環境・生活環境の形成 

インフラ・公共施設等の老朽化への対応 

やきもの文化・歴史・自然の保全・継承 

災害に強い都市基盤・都市空間の整備 

■全体構想の体系図 

基本理念 

 

都市機能の集約と連携で支え合うコンパクトなまち 

 地域の特性に応じた都市機能の維持・拡充 

 主要駅における交通結節機能の強化 

 公共交通ネットワークの維持・再編 

 

方針１ 

ものづくり産業が活発なまち 

 産業の生産性向上を図るための広域道路網の整備 

 地域産業の活性化を図るための産業基盤の形成 

方針 2 

安全・安心で住みやすく、住み続けられるまち 

 瀬戸に住み続けたいと思える居住環境・生活環境の確保 

 低未利用地・空き家の有効活用による魅力的なまちなか空間の創出 

 市民が自立し支え合う地域コミュニティの維持・向上 

 自然災害に備える都市の防災機能の向上 

方針 3 

既存ストックを最適化した持続可能なまち  

 インフラ・公共施設の更新・維持管理 

 持続可能な都市経営を見据えた、選択と集中による効率的な公共投資 

 

方針４ 

やきもの文化・歴史・自然と調和したまち 

 瀬戸らしさを次世代へと繋げていく、質の高い都市景観形成の推進 

 水や緑とのふれあいの場の創出 

方針５ 
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都市機能の集約 

名鉄瀬戸線や愛知環状鉄道、基幹バスなどの交通の結

節点である新瀬戸駅・瀬戸市駅周辺は、まちの玄関口

のため、駅前広場の再整備などにより生活サービスの向

上や交流機能を備えた都市機能の集約を図ります。 

文化・観光施設や商業施設が立地している尾張瀬戸

駅周辺は、にぎわいを創出する都市機能の集約を図る

とともに、回遊性を高めることにより、やきものの歴

史や文化が感じられる中心市街地の再生を図ります。 

中水野駅周辺や瀬戸口駅周辺については、身近な生活

サービスを維持していく必要があることから、良好な

居住環境の形成や必要となる都市機能の集約を図りつ

つ、地域の特性を活かした生活圏づくりを進めます。 

 

 

主要駅における交通結節機能の強化 

鉄道駅やバスターミナルは、乗換え利便性の向上や利用者に配慮した環境整備を推進す

ることにより、交通結節機能の強化を図ります。 

 

 

公共交通ネットワークの維持・再編 

高齢者にも子育て世代にも移動しやすい生活を支える公共交通ネットワークの維持・再

編を図ります。 

経済活動や観光交流の促進のため、名鉄瀬戸線や愛知環状鉄道など既存の良好なネットワ

ークの活用や鉄道・基幹バスを軸とした地域のニーズ、特性に応じた交通手段を確保します。 

  

都市機能の集約と連携で支え合うコンパクトなまち 方針１ 

■新瀬戸駅・瀬戸市駅周辺 

都市機能の集約 
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産業の生産性向上を図るための広域道路網の整備 

新たな企業誘致のため、利便性の高い広域的なネットワークの形成と中心市街地への通過

交通を分散する環状道路網の整備を促進します。 

 

 

地域産業の活性化を図るための産業基盤の形成 

既存工業団地やインターチェンジなどの地域ポテンシャ

ルを活かし、製造業を中心とする地場産業の活性化、雇用

の創出のため、産業用地を確保します。 

 

 

 

 

 

 

 

 瀬戸に住み続けたいと思える居住環境・生活環境の確保 

定住促進に向け、瀬戸中水野駅周辺土地区画整理事

業を促進し、新たな都市機能や居住の誘導を図ります。

また、既存の居住地については、持続的な都市づくり

と居住環境の変化に応じた住まい方の実現を目指し、

住み替えなどによる居住の好循環を促進します。  

誰もが暮らしやすい生活環境を形成するため、生活

道路の交通安全対策、交通安全啓発活動の実施、公共

施設等におけるバリアフリー化を推進します。 

 

低未利用地・空き家の有効活用による魅力的なまちなか空間の創出 

中心市街地に存在する低未利用地・空き家について、地域特性を活かした地域コミュニテ

ィの場としての活用、空き工房の情報提供などにより、魅力的なまちなか空間を創出します。  

ものづくり産業が活発なまち 方針 2 

安全・安心で住みやすく、住み続けられるまち 方針３ 

■せと赤津 IC 周辺 

都市基盤の活用 

 

中水野駅周辺 

新たな都市機能や居住の誘導 
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市民が自立し支え合う地域コミュニティの維持・向上 

長年育まれた郷土の祭りや伝統、文化を継承し、そこに

住まう人々が協力して地域コミュニティを維持・向上する

ことにより、持続可能な都市づくりを進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

自然災害に備える都市の防災機能の向上 

大規模災害に対応するため、市内の土砂災害・水害リ

スクが大きい箇所については、瀬戸市立地適正化計画に

基づき、居住を抑制し、災害リスクの回避を図ります。 

市街地に残る土砂災害・水害リスクに対しては、河川

の改修や排水施設の整備をするとともに地域防災訓練

を促進し、都市の防災機能の向上を図ります。 

 

 

 

 

 インフラ・公共施設の更新・維持管理 

インフラ・公共施設は、計画的かつ予防的な維持管理により、長寿命化を図ります。また、

手段の一つとして民間事業者等の資金やノウハウを活用した効果的な整備・維持管理手法を

推進します。 

 

 

 持続可能な都市経営を見据えた、選択と集中による効率的な公共投資 

人口や財政の規模に応じたインフラ・公共施設の更新、統廃合による総量の最適化を図る

とともに、地域のバランス等に配慮しながら、計画的な都市基盤整備を行うことで、持続可

能な公共サービスの提供を図ります。また、公共施設の機能集約･廃止により新たに不要とな

った遊休資産については、持続可能なまちづくりや地域活性化の推進につながるよう活用し

ていきます。 

 

既存ストックを最適化した持続可能なまち 方針４ 
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瀬戸らしさを次世代へと繋げていく、質の高い都市景観形成の推進 

やきものの伝統とシンボルを活かしたにぎわい景観、

森林や里山、田園などと調和した緑豊かで美しい景観、

河川を軸とした潤い景観など、豊かな自然と歴史あるや

きもの文化を活かした景観形成を図ります。 

やきもの文化・歴史の要素を取り入れたまちづくりを

推進するとともに、陶の路により回遊性を高めることに

より、多くの市民や来訪者が瀬戸らしさを感じられる、

質の高いまちなか空間の形成を図ります。 

 

 

水と緑のふれあいの場の創出 

水源かん養、土壌保全、快適環境形成、保健・レクリ

エーション、生物多様性など優れた機能を有する森林資

源の保護、保全を図ります。また、水や緑とのふれあい

により潤いや安らぎを感じることができるよう、都市公

園や緑地での市民参加による緑化の推進を図ります。 

  

やきもの文化・歴史・自然と調和したまち 方針５ 

■景観重要建造物の窯垣 
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3-4 将来都市構造 

（１） コンパクト・プラス・ネットワーク構造の基本的考え方 

今後の人口減少・少子高齢化の進展を見据え、持続可能な都市経営と安全・安心な生活環境を実

現するため、都市機能を適切に集約するコンパクトな都市構造への転換を進めます。 

今後は一定区域内の人口密度を維持するとともに、医療・福祉施設や商業施設、住居等がまとまって

立地し、高齢者をはじめとする人々が公共交通によりこれらの施設にアクセスできるなど、日常生活に

必要なサービスが住まい等の身近に存在する「コンパクト・プラス・ネットワーク」の実現を目指しま

す。 

鉄道は、周辺都市へのアクセスや市内各所を連絡する公共交通の軸として重要な役割を担っていま

す。バスは、中心市街地と隣接市や鉄道駅が立地していない地域とを結ぶネットワークが確保されて

います。これらの鉄道駅や主要なバス停周辺には、一定程度の都市機能が集積しています。 

持続可能な都市経営の観点から、既存ストックを有効に活用するため、これらの鉄道駅や主要なバ

ス停等の交通結節点を中心として、市民の生活利便性の維持・向上に資する都市機能を集約する拠点

を形成し、各拠点が相互に連携・補完できる交通ネットワークを構築します。 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

■本市の主要施設と交通ネットワーク  

しなのバスセンター 

赤津（バス停留所） 

菱野団地センター地区 

（バス停留所） 

至 新東名高速道路  

豊田東ＪＣＴ 

  

至 中央自動車道  

土岐ＪＣＴ 

   愛知環状鉄道  

高蔵寺駅経由で 

名古屋駅まで約 40 分 

 愛知環状鉄道  

新豊田駅まで約 30 分  

 名鉄瀬戸線  

栄町駅まで約 30 分 
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（２） 拠点の形成 

鉄道駅や主要なバス停等の交通結節点を中心として、以下に示す拠点の形成を図ります。 

なお、令和５年に策定した立地適正化計画で設定した都市機能誘導区域及び居住誘導区域との整

合を図りつつ、生活利便性の高い持続可能な都市経営に向けた拠点とします。 

：中心拠点  新瀬戸駅・瀬戸市駅周辺、尾張瀬戸駅周辺  

名鉄瀬戸線や愛知環状鉄道、基幹バスなどの公共交通の利便性が高い新瀬戸駅・瀬戸市駅周辺

を、広域から多くの人を受け入れるまちの玄関口としつつ、暮らしの質を高める多様な都市機能

を集約する中心拠点として位置づけます。 

また、文化・観光施設や商業施設等が立地する尾張瀬戸駅周辺を、やきもの文化・歴史の魅力

を創出し、発信する中心拠点として位置づけます。 

：地域拠点  中水野駅周辺、瀬戸口駅周辺  

中水野駅周辺や瀬戸口駅周辺を、良好な居住環境を形成し、日常生活に必要な生活サービスや業

務・商業等の都市機能の集約を図る地域拠点として位置づけます。 

 

なお、鉄道駅や基幹バスの停留所（発着駅）については、地域間を結ぶ公共交通ネットワークを

形成するための交通拠点として位置づけます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

■本市の拠点  

：都市機能誘導区域 

多様な都市機能を誘導・集約し、各種サービス

の持続的・効率的な提供を図る区域。 

：居住誘導区域 

日常生活に必要なサービス機能や一定の公共交

通の利便性を優先的に確保し、将来にわたり一定

の人口密度を維持する区域。 
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（３） 交通ネットワークの構築 

広域的な連携・関係人口の創出等の交流を実現するための広域交通網を位置付けるとともに、各拠

点が有する都市機能や居住機能が相互に連携するよう、拠点間の移動や中心市街地へのアクセスの強

化に資する公共交通と道路の交通ネットワークを構築します。 

：鉄道  名鉄瀬戸線、愛知環状鉄道  

自動車以外の交通手段でも広域的な移動や拠点間の円滑な移動を行えるよう、名鉄瀬戸線と愛

知環状鉄道の２路線を軸とします。 

：広域連携軸  広域基幹バス路線、道路  

都市の活力向上と交流人口の増加を図るとともに、通勤・通学や観光等の移動の利便性を高める

ため、広域的な交通ネットワークを担う広域基幹バス路線を広域連携軸として位置づけます。また、

広域的な都市間移動を支える東海環状自動車道や、中心市街地を経由することなく本市を通過する

広域交通を円滑に処理するための国道・県道等を広域連携軸として位置づけます。 

：地域連携軸  市内基幹バス路線、道路  

市内の各拠点を相互に連携し、中心市街地や広域連携軸へのアクセスの強化を図るための幹線道

路や市内基幹バス路線を地域連携軸として位置づけます。 

：交通拠点  

鉄道駅や基幹バスの停留所については、地域間を結ぶ公共交通ネットワークを形成するための

交通拠点として位置づけます。 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■本市の交通ネットワーク  
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3-5 都市整備の方針 

（１） 土地利用の方針 

 

① 低層住宅ゾーン 

・低層住宅を主体とした良好な土地利用を維持します。 

 

② 一般住宅ゾーン 

・良好な居住空間の創出を図り、健全な住宅市街地を形成します。 

・中水野駅周辺では、定住人口の維持を図るため、瀬戸中水野駅周辺土地区画整理事業による住

宅市街地を形成します。 

 

③ 住商複合ゾーン 

・中心拠点においては、都市機能の誘導や飲食店、店舗などの賑わいをもたらす場の創出を図り

ます。加えて、尾張瀬戸駅周辺においては、土地の高度利用を促進します。 

・幹線道路沿線においては、商業系土地利用を促進します。 

 

④ 住工複合ゾーン 

・やきものの歴史や伝統などが残る地域では、ツクリテが活躍する場としての土地利用を維持し

ます。 

 

⑤ 産業技術ゾーン 

・暁工業団地、暁西部工業団地、穴田企業団地、八床町、山の田町、坊金町の工業用地では、周

辺環境との調和に十分配慮しながら、工業生産の維持、向上のため、現在の土地利用を維持し

ます。 

 

⑥ 土地利用重点誘導ゾーン（産業系） 

・窯業資源採掘後の活用が可能な区域について、（既存工業団地の拡大となる）新たな産業系市

街地の形成を図ります。 

・萩殿・春雨町地区周辺では、良好なアクセスを最大限に活かした、新たな産業系市街地の形成

を図ります。 
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⑦ 土地利用誘導ゾーン（産業系） 

・せと赤津インターチェンジ周辺では、良好なアクセスを最大限に活かし、民間事業者による新

たな産業系土地利用を誘導します。 

・南西部や北東部における幹線道路沿いの一部区域では、地域産業の活性化を図るため、周辺農

地への影響に配慮しながら、民間事業者による新たな産業系土地利用を誘導します。 

 

⑧ 土地利用検討ゾーン 

・南山口町周辺では、周辺の文化教育施設等との調和を図りながら、複合市街地、学術研究、産

業、文化振興など土地利用の検討を進めます。 

・窯業資源採掘後の活用が可能な区域について、災害時における利用や複合市街地、産業振興な

ど土地利用の検討を進めます。 

 

⑨ 森林環境ゾーン 

・定光寺公園や岩屋堂公園などを含む愛知高原国定公園（自然公園地域）や海上の森、里山や河

川などを含めた緑地は、豊かな森林資源として保全を図ります。 

・新たな開発行為はできる限り抑制することに努め、やむを得ず開発等が生じた場合には、周辺

に広がる森林への影響を最小限に抑えるような一定水準以上の緑地確保等の働きかけに努め

ます。 

 

⑩ 農業共生ゾーン 

・農作物の生産や水源かん養など農地が持つ多面的な機能を保全するとともに、景観資源として

都市と緑・農業の共生を図ります。 

・農用地区域以外の農地については、無秩序な開発を抑制します。開発が生じるような場合には、

周辺農地への影響を最小限に抑える取り組みを進めます。 

 

⑪ 既開発地、その他施設用地 

・現在の土地利用及び居住環境を維持します。 
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■土地利用構想図 
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（２） 都市施設の方針 
 

① 道路 

   

・広域ネットワークである東海環状自動車道へのアクセス強化や拠点間の移動の利便性向上及

び市内中心部への交通集中による混雑緩和のため、瀬戸環状東部線、瀬戸大府東海線、第３環

状線等の道路整備を促進し、陣屋線等の道路整備を推進します。また、長期未着手となってい

る都市計画道路について、「瀬戸市都市計画道路の見直し方針」に基づき、適切な見直しを進

めます。 

 

・中心市街地をはじめとした市内のやきもの関連施設や店舗等の連携を強化し、回遊性を高めるこ

とにより、賑わいの創出や観光交流を促進します。また、市民が歩きやすく、瀬戸市を訪れる人々

がやきものに触れ、回遊することができる陶の路を活用し、交流の促進を図ります。 

 

・歩行者、自転車・自動車利用者をはじめ誰もが安全・安心で快適に移動できる道路空間の整備を推

進します。生活道路においては通過交通の進入抑制に向けた交通誘導施策、歩道設置やカラー舗装

化等により、安全な歩行空間を形成します。また、通学路においては、「瀬戸市通学路安全プログ

ラム」により、児童・生徒の安全確保に向けた取組みを推進します。 

 

・既存の道路や橋りょう等のインフラ資産については、市民生活の安全性・利便性を確保すると

ともに、予防保全による長寿命化などにより保守・管理を図ります。 

 

② 公共交通 

 

・広域基幹交通、基幹交通、生活交通が一体となり、「コンパクト・プラス・ネットワーク」を支え

る公共交通ネットワークを構築します。 

 広域基幹交通  

鉄道や高速道路については、広域的な交通ネットワークを維持するとともに、リニア中央新幹

線の開業を見据えた名古屋駅への乗り入れ強化によるアクセス利便性の向上を図ります。 

 基幹交通  

基幹バスについては、中心拠点・地域拠点・交通拠点間や隣接市との交通ネットワークを確保

し、通勤・通学や業務等における利便性の向上を図ります。 

 生活交通  

コミュニティバスについては、居住地から拠点へのアクセスを確保するとともに、デマンド交

通や地域住民が主体となったバスなど、地域特性に応じた運行形態、効率的な運行のあり方を検

討します。 

道路ネットワーク 

 交流促進 

公共交通ネットワーク 

 安全・安心 

 道路施設の維持管理 
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・子育て世代や高齢者、障害者等の移動の円滑化を促進するため、中水野駅や瀬戸口駅などのバリア

フリー化などによる交通結節点の機能強化、充実を図るとともに、駅周辺への都市機能の集約を促

進するため、駅前広場を整備し、コンパクトなまちづくりを推進します。 

・新瀬戸駅・瀬戸市駅については、名鉄瀬戸線と愛知環状鉄道の重要な交通結節点として、駅前広場

の再整備を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

  

  

 

  

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 交通結節点整備 

■道路施設・公共交通の整備方針図 
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③ 公園・緑地 

 

・愛知高原国定公園や里山、樹林地、河川等は、本市の特徴である市街地を取り囲む身近な緑と

して保全します。定光寺公園や岩屋堂公園、自然児童遊園（ねむの森）や海上の森など森林体

感エリアでは、自然の中での体験学習やレクリエーションの場としての活用を図ります。 

・河川空間や遊休農地などの未利用地を活用することにより、市街地における自然環境の保全を

検討します。 

 

・将来の人口動態や地域のニーズを踏まえ、都市公園の集約化や機能再編、長期未整備となって

いる公園の縮小・廃止などを実施し、市民の利用促進を図ります。 

 

・公園利用者が安全かつ安心、快適に利用できるよう、予防保全型の管理により公園施設の長寿

命化を図るとともに、市民や事業者等との連携や民間活力の導入など、持続可能な管理運営に

ついて検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 緑地の保全・活用 

都市公園の再構築 

都市公園の管理運営 

■公園・緑地の整備方針図 
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④ 水道・下水道 

 

・市民が安全で安心な水を安定して利用できるよう経営戦略に基づき、計画的な上水道施設の更

新、維持管理のほか、耐震化等を進めます。 

  

・瀬戸市汚水適正処理構想に基づき、汚水処理人口普及率の向上に向け、地域特性を考慮した整

備を進めます。また、計画的な下水道施設の更新、維持管理のほか、耐震化等を進めます。 

 

⑤ その他都市施設 

 

・行政施設や福祉施設などの公共施設については、効率的な都市経営による持続可能な都市づく

りに向け、多機能化や集約化、機能転換などによる施設量の適正化、適正配置を行います。 

・ごみ処理施設やし尿処理施設等は、長寿命化や予防保全を図り、施設更新に係る将来負担の低

減を図り、適切な維持・管理を行います。 

 

 

・瀬戸市立図書館については、新瀬戸駅・瀬戸市駅周辺における、人の流れを生み出すまちの拠

点施設として、新たなにぎわいの創出を図ります。 

・小中一貫校の設立に伴い発生した学校跡地については、まちづくりの観点や、地域の意見を踏

まえ適切な利活用を推進します。 

 

（３） 市街地開発事業の方針 

   

・中水野駅周辺地区では、地域の拠点として都市機能と居住の誘導による良好な市街地を形成す

るため、土地区画整理事業を促進します。 

  

建築物の施設量適正化、適正配置 

汚水処理人口普及率向上、下水道施設の更新、維持管理 

インフラ資産のマネジメント 

上水道施設の更新、維持管理 

中水野駅周辺地区 
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（４） 景観形成の方針 

 

・瀬戸川を軸とした潤いのある市街地景観を形成します。 

・「やきもののまち“せと”」の玄関口として賑わいと活気のある市街地景観を形成します。 

・周辺の山並みが見渡せるよう開放感と奥行きのある眺望景観に配慮します。 

 

・河川を軸とした潤いのある市街地景観を形成します。 

・市街地と斜面緑地が一体となった連続性のある眺望景観を保全します。 

・緑地の保全や民有地の緑化などにより緑の多い市街地景観を創出します。 

・「やきもののまち“せと”」の特性を活かした沿道景観を形成します。 

・賑わいのある駅前景観を形成します。 

 

・「やきもののまち“せと”」の歴史を物語る景観資源を保全・活用します。 

・周辺の景観と調和した市街地景観を維持・創出します。 

 

・河川沿いに広がる美しい田園景観を保全します。 

・落ち着きのある美しい田園集落景観を形成します。 

 

・美しい里山や森林、自然豊かな河川景観を保全します。 

・地域の歴史的資源を活用し、自然景観と調和した趣のある景観を形成します。 

・周囲の自然景観と調和した緑を復元します。 

・緑の輪郭線としての山並み景観を保全します。 

・工業系土地利用においては、敷地内緑化や自然景観との調和を図ります。 

 

・周辺の景観と調和した工業地景観を創出します。 

・敷地内緑化などにより緑豊かな潤いのある工業地景観を形成します。 

・採掘により失われた緑は、土地利用に応じて緑化を促進します。 

  

せと・街なか景観ゾーン 

せと・やきもの文化景観ゾーン 

田園景観ゾーン 

せとまちエントランスゾーン 

森林里山景観ゾーン 

工業地景観ゾーン 
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■都市景観形成の方針図 
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（５） 都市防災の方針 

 

・市と地域の自主防災組織が、まちづくり活動の実践である防災訓練、安全点検、広報活動など

で日頃から協働することにより地域防災力の向上を図ります。 

 

・土砂災害や水害、液状化などのおそれのある区域について、継続的な調査を基にハザードマッ

プを更新し、住民に災害リスクの情報提供を行います。また、立地適正化計画で位置づけた防

災指針に基づき、防災まちづくりを推進するとともに、災害リスクが大きい場所での居住の抑

制に向けた土地利用誘導を図ります。 

 

・木造建物が密集した市街地における狭あい道路の拡幅整備や、建物の耐震化率の向上、老朽建

物の所有者による適正管理、一時的な避難場所としての公園への防災機能の付加の推進などに

より、災害に強い都市づくりを行います。 

 

 

 

 

地域住民との協働による防災力の向上 

災害発生の抑制・防止 

市街地の防災性の向上 


